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親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 
 
 

 当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動に至った経緯 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「ＮＴＴドコモ」といいます。）は、平成 24 年１月 31

日から平成 24 年３月 12 日までの間、当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下、「本

公開買付け」といいます。）を実施しておりましたが、本日、当社は、ＮＴＴドコモより、本公開買付

けにおいて当社普通株式 4,973,668 株及び新株予約権 3,210 個（株式に換算した数 321,000 株）の応

募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。 

 この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、ＮＴＴドコモは、平成 24 年３月 19 日（本公

開買付けの決済の開始日）付けで当社に対する議決権所有割合が 50％超となるため、ＮＴＴドコモは

新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。 

 また、当社の主要株主である筆頭株主であるジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合は、

その所有する当社普通株式の全てについて本公開買付けに応募した結果、同日付けで、当社の主要株

主である筆頭株主に該当しないこととなります。 

 なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、別途開示しております「株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモによる当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 

                                (平成 23 年９月 30 日現在) 

（１） 名 称 株式会社エヌ･ティ･ティ･ドコモ 

（２） 本 店 所 在 地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山田 隆持 

（４） 事 業 内 容 携帯電話事業 

（５） 資 本 金 の 額 949,680 百万円 
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（６） 設 立 年 月 日 平成３年８月 14 日 

（７） 連 結 純 資 産 5,058,155 百万円 

（８） 連 結 総 資 産 6,793,962 百万円 

（９） 

 

大株主及び持株比率 日本電信電話株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 

ＳＳＢＴ ＯＤ05 ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ－Ｔ

ＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ(常任代理人香港上海銀行

東京支店) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

(常任代理人香港上海銀行東京支店) 

ザバンクオブニユーヨークメロンアズデポジタリーバ

ンクフオーデポジタリーレシートホルダーズ(常任代理

人株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行) 

メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツ

クライアントメロンオムニバスユーエスペンション(常

任代理人株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部) 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

505225(常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行決

済営業部) 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

505103(常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行決

済営業部) 

63.32％ 

2.39％ 

2.10％ 

0.82％ 

 

 

0.70％ 

0.64％ 

 

0.48％ 

 

 

0.41％ 

 

 

0.37％ 

 

 

0.37％ 

 

（10） 当社と当該株主の関係 

 

 資 本 関 係 該当事項はありません。 

 

 
人 的 関 係 該当事項はありません。 

 

 
取 引 関 係 該当事項はありません。  

 

（２）主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 

                                (平成23年11月30日現在) 

（１） 名 称 ジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合 

（２） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

（３） 設 立 根 拠 等 
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有

限責任組合 

（４） 組 成 目 的 国内企業へのバイアウト投資 

（５） 組 成 日 平成 16 年２月 27 日 

（６） 出 資 の 総 額 480 億円 

名 称 株式会社ジャフコ 

所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

代 表 者 の

役職・氏名 
取締役社長 豊貴伸一 

（７） 無限責任組合員の概要 

事 業 内 容 投資運用業 
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  資 本 金 33,251 百万円 

（８） 当社と当該ファンドの関係 

 

 

 資 本 関 係 

当社普通株式 3,238,229 株（当社の平成 24 年３月 13 日現在の

総株主の議決権の数（発行済株式総数（6,945,317 株）から自

己株式数（277,335 株）を控除した株式数（6,667,982 株）に

係る議決権の数）である 66,666 個に対する割合：48.57％）を

所有しております。 

 

 
人 的 関 係 該当事項はありません。 

 

 
取 引 関 係 該当事項はありません。  

 

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）株式会社エヌ･ティ･ティ･ドコモ 

議決権の数 

（総株主等の議決権の数に対する割合）  属性 

直接所有分 合算対象分 計 

大株主順位 

異動前 － 
－個 

（－％） 
－個 

（－％） 
－個 

（－％） － 

異動後 
親会社及び主要株主

である筆頭株主 

49,736 個 

（74.60％） 
－個 

（－％） 
49,736 個 

（74.60％） 第１位 

（注１）「総株主等の議決権の数に対する割合」は、当社の平成 24 年３月 13 日現在の総株主の議決

権の数（発行済株式総数（6,945,317 株）から自己株式数（277,335 株）を控除した株式数

（6,667,982 株）に係る議決権の数）である 66,666 個を分母として計算しております。 

（注２）「総株主等の議決権の数に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（２）ジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合 

 議決権の数 
総株主等の議決権 

に対する割合 
大株主順位 

異動前 32,382 個 48.57％ 第１位 

異動後 －個 －％ － 

（注１）「総株主等の議決権に対する割合」は、当社の平成 24 年３月 13 日現在の総株主の議決権の

数（発行済株式総数（6,945,317 株）から自己株式数（277,335 株）を控除した株式数

（6,667,982 株）に係る議決権の数）である 66,666 個を分母として計算しております。 

（注２）「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

該当事項はありません。 

 

 

５．異動年月日 

平成 24 年３月 19 日（本公開買付けの決済の開始日） 

 

６．今後の見通し 
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当社は、本日、ＮＴＴドコモより、本公開買付けにおいて当社普通株式 4,973,668 株及び新株

予約権 3,210 個（株式に換算した数 321,000 株）の応募があり、その全てを取得することとなっ

た旨の報告を受けました。 

かかる応募された当社普通株式の数は、ＮＴＴドコモが本公開買付けにおいて設定しておりま

した基準株式数（注）に達しました。このため、ＮＴＴドコモは、平成 24 年１月 30 日付「株式

会社エヌ・ティ・ティ・ドコモによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお

知らせ」の２．（４）「本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」

に記載の一連の手続に従って、当社普通株式の全てを取得することを予定しているとのことです。

その場合、当社普通株式はＪＡＳＤＡＱ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止

となる予定です。なお、上場廃止後は、当社普通株式をＪＡＳＤＡＱ市場において取引すること

はできません。 

 

  （注）基準株式数 

ＮＴＴドコモは、当社が平成 24 年１月 13 日に提出した第 24 期第３四半期報告書に記載された

平成 23 年 11 月 30 日現在の当社普通株式の発行済株式総数（6,939,317 株）から、同四半期報告

書に記載された平成 23 年 11 月 30 日現在の当社が保有する自己株式（277,300 株）を控除した数

の３分の２に相当する株式数（１株未満は切り上げ。）である 4,441,345 株を上記の一連の手続を

実施するにあたっての基準株式数として設定したとのことです。 

 

上記の一連の手続の内容及び実施時期等については、ＮＴＴドコモと協議の上、決定次第速や

かに公表いたします。 

 

以上 

 
 


